
試算ページ操作手順

１ 北海道市町村職員退職手当組合のホームページを表示

２ 「退職手当の試算」を選択

３ 「退職手当試算はこちら」を選択
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こちらをクリック

こちらをクリック

※特別職及び会計年度任用職員の
試算には対応しておりません
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①～③を入力
年月日はコンボボックスから選択するか、
テキストボックスに入力してください。
（例 平成28年3月31日→ｈ280331）

平成27年4月1日以降、国家公務員の給与制度の総合的見直しに準じて給与改定を
行った所属所については「実施」、行っていない場合は「未実施」を選択します。
（「実施」「未実施」の選択によって⑪の調整額が変わります。）

給与改定 実施（未実施）所属所

④ 退 職 事 由

退職事由を選択してください。

現在の定年年齢を入力してください。

⑤ 定 年 年 齢

定年引上げ前の旧定年年齢を入力してください。

⑥ 旧 定 年 年 齢



⑦退職日の給料月額

退職時の給料月額（本俸）を入力してください。

ただし、医療職及び教育職の職員等で給料の調整額が支給されている場合は、その
額を加えた額となります。
（18.4.1以降、国家公務員の給与構造改革に準じた給料の減額改定を実施している
場合に支給される差額「いわゆる、現給保障額」は含みません。）

〇定年引上げに伴い給料が７割措置となった場合は、その給料月額を入力
〇管理監督職勤務上限年齢により降任又は降給を伴う転任をされた職員は
管理監督職勤務上限年齢調整額を含めた給料月額を入力

⑩ 除 算 期 間

休職（公務上の傷病による休職を除きます。）・停職・育児休業等により休職した月が
ある場合は、その期間を入力してください。復職しないで退職（予定）の場合は、至の年
月日に退職（予定）日の翌日を入力してください。
休職期間の月数の2分の１（専従休職は2分の2）に相当する期間が、勤続期間から除
算されます。

ただし､育児休業のうち子が１歳に達した日（誕生日の前日）の属する月までの期間に
ついては、その月数の3分の１に相当する月を除算します。
除算の数に1月未満の端数がある場合は切り上げます。

（例） 1月÷2分の1＝0.5月＝1月

3

⑧ピーク時の給料月額

減額改定以外の理由で給料月額が減額されている場合は、減額前の額を入力

※定年引上げに伴う７割措置及び管理監督職勤務上限年齢により降任又は降給を
 伴う転任をされた場合を含む
※減額が無い場合は空欄

⑨ピーク時給料月額の最終日

⑧の減額があった場合、ピーク時給料月額の最終日（減額となった前日）を入力
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入力完了後
電卓マークをクリック

区分
（第○号）

行政職１ 行政職２ 教育職１ 教育職２ 医療職１ 医療職２ 医療職３

級 級 級 級 級 級 級
1 10 5 5

2 9 4 4

3 8 4 4

4 7 4 4 8 7

5 6 5 3 3 7，6 6

6 5 5 3 3 2 5 5

7 4 4，3 2 3 2 5 4

8 3 3，2，1 1 2 1 4，3，2 3，2

9 1，2 0 1 1，2 1 2，1 2，1

表 ： 調整額区分表

（例） 平成29年3月31日退職の場合（行政職1）
4級…平成24年4月1日～平成26年3月31日（24月）→ 7区分（第7号）に24月を入力
5級…平成26年4月1日～平成29年3月31日（36月）→ 6区分（第6号）に36月を入力

（合計60月）
調整額の制限
「実施所属所」
1. 自己都合退職以外の退職で勤続期間4年以下及び自己都合退職で勤続期間10
年～24年以下 → 調整額の2分の1の額を適用

2. 勤続期間9年以下の自己都合退職 → 調整額の適用なし
「未実施所属所」
1. 勤続期間24年以下で区分第8号 → 調整額の適用なし
2. 勤続期間4年以下及び自己都合退職で勤続期間10年～24年以下で区分第8号
→ 調整額の2分の1の額を適用

3. 勤続期間9年以下の自己都合退職→ 調整額の適用なし

退職した月から在職期間の各月（平成8年4月1日以後の期間に限る。）ごとに、当該
各月に属していた区分（第1号区分～第9号区分）に応じて定める額のうち、その最も多
いものから5年分（60月分）を合計した額が調整額となります。
級に対応する区分は､下表をご参照ください。
平成27年4月1日以降、国家公務員の給与制度の総合的見直しに準じた改正行ってい
る場合は「実施」、行っていない場合は「未実施」の額になります。
※休職期間等の除算する期間がある場合は､除算期間後、60月に満つるまでの期間
となります。

⑪ 調 整 月 額
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